
（参考２）





とする

公益
こう えき

低下しています。また、障害認定1級を受け障害年金から医療費を支出しています。本人の家族
構成は母一人子一人でしたが、母が半年前に死亡したため、親族は母方の叔母がいるのみです。
亡母が残した自宅やアパートを相続し、その管理を行う必要があるため、母方の叔母は後見開
始の審判の申立てをしました。
　家庭裁判所の審理を経て、本人について後見が開始されました。そして、母方の叔母は、遠方
に居住していることから成年後見人になることは困難であり、主たる後見事務は、不動産の登
記手続とその管理であることから、司法書士が成年後見人に選任され、併せて公益社団法人成
年後見センター・リーガルサポートが成年後見監督人に選任されました。

こう えき

本人以外の者の申立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補
助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。









　審理期間については、個々の事案により異なり、一概にはいえませんが、
多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、4か月以内となって
います。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取
などのために、一定の審理期間を要することになります。

てき かく せい







請求



は

　証明書の交付請求をオンラインによ
り行う場合には、電子データによって
交付される「電子的な証明書」を求める
方法と、従来どおりの紙の証明書の交
付（郵送に限ります。）を求める方法とが
あります。

電子的な
証明書を
交付
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